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第９４号議案説明資料 

芦屋市都市公園条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

別表第3（第9条の3関係） 別表第3（第9条の3関係） 

供用日時 供用日時 

名称 供用日 供用時間 

（省略） 

芦屋市総

合公園 

（省略） 

第1スポー

ツコート

1月5日から1

2月27日ま

で。ただし，

駐車場とし

て使用する

ときを除く。

午前9時から午後9時まで 

第2スポー

ツコート

午前9時から午後10時まで 

（省略） 

（省略） 

名称 供用日 供用時間 

（省略） 

芦屋市総

合公園 

（省略） 

第1スポー

ツコート

1月5日から1

2月27日ま

で。ただし，

駐車場とし

て使用する

ときを除く。

午前9時から午後9時まで 

第2スポー

ツコート

午前9時から午後9時まで 

（省略） 

（省略） 

別表第4（第10条関係） 

 1・2の表 （省略） 

 3 有料公園施設を利用する場合 

別表第4（第10条関係） 

 1・2の表 （省略） 

 3 有料公園施設を利用する場合 

施設の種類 使用区

分 

使用料 超過料金 

（省略） 

芦屋市

総合公

（省略） 

第2スポ専用 平日 午前9時から正 1時間増すごとに（１

施設の種類 使用区

分 

使用料 超過料金 

（省略） 

芦屋市

総合公

（省略） 

第2スポ専用 平日 1時間 1,000 1時間増すごとに（1時
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改正案 現 行 

園 ーツコ

ート 

午まで 1時間 2,00

0円（1時間未満は1時

間とする。） 

時間未満は1時間とす

る。） 2,000円 

平日 正午から午後6

時まで 1時間 5,00

0円（1時間未満は1時

間とする。） 

1時間増すごとに（１

時間未満は1時間とす

る。） 5,000円 

平日 午後6時から午

後10時まで 1時間 

6,000円（1時間未満は

1時間とする。） 

1時間増すごとに（１

時間未満は1時間とす

る。） 6,000円 

日曜日，土曜日及び祝

日法による休日 午

前9時から午後10時ま

で 1時間 6,000円

（1時間未満は1時間

とする。） 

1時間増すごとに（１

時間未満は1時間とす

る。） 6,000円 

一般 1時間 500円（1時間

未満は1時間とする。）

1時間増すごとに（１

時間未満は1時間とす

る。） 500円 

（省略） 

（省略） 

園 ーツコ

ート 

 円 間未満は1時間とす

る。） 1,000円 

日曜日，土曜日及び祝

日法による休日 1時

間 1,200円 

1時間増すごとに（1時

間未満は1時間とす

る。） 1,200円 

（省略） 

（省略） 

備考 （省略） 備考 （省略）

 4～6の表 （省略） 4～6の表 （省略） 


